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機密性２情報
１－１．一部改定の概要

〈建築関係〉

平成２７年２月版 ガイドライン一部改定（案）の方針

■土木関係ガイドライン改定（共通箇所）及び「関係通知」、「関係法令」等に基づく改定

改定の主なポイント

● 土木関係ガイドライン改定（共通箇所）に伴う改定
● 建築関係の建設コンサルタント「業務成績相互利用対象機関」の追加
● 「建築士法一部改正」に伴うガイドラインの改定
● 「発注関係事務の運用に関する指針」にそった品質確保のための改定

主な内容

①「企業信頼度（文書注意等）、委員会手続き、特定テーマ等」共通箇所の改定
②「業務成績相互利用対象機関」の追加

従来の「最高裁判所」、「内閣府沖縄総合事務局」、「環境省」、「防衛省」、「国土交通省」、
「参議院」、「法務省」、に加え、新たに「衆議院」、「京都府」を追加

③「建築士法一部改正」に伴う「配置予定技術者要件」等の改定
「一級建築士」等の免許証提示（定期講習受講履歴等含む）、「建築設備士」の活用等を、
追記

④小規模な設計業務等における品質確保のため、業務成績等競争参加要件の改定
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機密性２情報
２－１．土木関係ガイドラインとの共通箇所の改定

〈建築関係〉

１．評価基準の見直し
【総合評価落札方式、簡易公募型競争入札方式】

１）企業信頼度（指名停止等の措置）
○現状は、①営業停止又は指名停止、②文書注意、③口頭注意の措置後を対象として、減点を設定している。
○減点は、総合評価落札方式及び簡易公募型競争入札方式で、－５点
⇒整備局内の整合性の観点から、①文書注意、②口頭注意の措置後を対象とし、減点をそれぞれ－２点、

－１点に軽減する等。

２．競争参加者・発注者の入札・契約手続における負担の軽減
【プロポーザル方式】

１）総合評価審査委員会、入札・契約手続運営委員会の見直し
○現状では、ヒアリング実施前に総合評価審査委員会、入札・契約手続き委員会を開催し、企画提案書の個

別審査を実施。ヒアリング後に総合評価審査委員会は開催せず、入札・契約手続き委員会により企画提案
書を特定している。

⇒
○整備局内の整合の観点、今後のプロポーザル方式増加への対応、手続きにおける負担の軽減、及び総

合評価審査委員会の審査結果尊重の観点から、ヒアリング前の企画提案書の評価・審査に係る、総合
評価審査委員会、入札・契約手続き委員会は取り止め、ヒアリング後に一括して総合評価審査委員会、
入札・契約手続き委員会を開催することに見直す。

２）特定テーマ数、提出様式の軽減
○現状では、特定テーマは、業務の内容に応じ１～３テーマ程度を設定するとし、標準配点、公示、説明書の

ひな形では２テーマを示している。
⇒競争参加者、発注者の負担軽減、整備局内の整合の観点から、特定テーマは１テーマを標準とし、業務

の内容に応じて追加設定することができるものとする。

●「土木関係建設コンサルタント業務等」との共通箇所の見直し
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機密性２情報
２－２．企業信頼度の改定

〈建築関係〉

【企業信頼度（文書注意等）】ガイドラインＰ６７、Ｐ１１０

企業信頼度（文書注意等）に関する要件

全ての業務について、次の事項を評価項目として設定する。
① 文書注意等

技術提案書の提出日が、以下の期間内である場合、評価点を減じるものとする。
なお、中部地方整備局からの建設コンサルタント業務等に係る処分とする。
ア）文書注意措置後１ヶ月
イ）口頭注意措置後１ヶ月

○一定の期間内に文書注意等の処分を受けている場合、当該競争参加資格申請者の評価
点から以下を標準として減じるものとする。

配点 評 価 基 準

－２ 文書注意措置後１ヶ月

－１ 口頭注意措置後１ヶ月
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機密性２情報
２－３．プロポーザル方式による手続きの改定

〈建築関係〉

【プロポーザル方式による手続きの流れ】ガイドラインＰ５、Ｐ２１、Ｐ２２

プロポーザル方式による手続きの流れ

技術的に最適な者の
特定

参加表明書の審査

応募要件、評価基準の包括的審査
（総合評価審査委員会）

公示文・説明書

応募要件は必要最小限とし、
できるだけ緩和する

応募要件を満たしてい
る全ての業者に実施

企画提案書評価案の個別審査
（総合評価審査委員会）

ヒアリングの実施

改定：ヒアリング後に一括して総合評価審査委員会、入 札・契約手続き委員会を開催
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プロポーザル方式による手続きの流れ

技術的に最適な者の
特定

参加表明書の審査

企画提案書評価案の個別審査
（総合評価審査委員会）

ヒアリングの実施

応募要件、評価基準の包括的審査
（総合評価審査委員会）

公示文・説明書

応募要件は必要最小限とし、
できるだけ緩和する

応募要件を満たしてい
る全ての業者に実施



機密性２情報
２－４．プロポーザル「特定テーマ配点」の改定

〈建築関係〉

評価項目 評価の着目点 配点

判断基準

業務実施方
針及び手法
(評価にあたっ

ては企画提案書
の内容により総
合的に判断を行
う。）

特定テーマに対
する企画提案

① テーマ①について、業務の課題・留
意点を十分に理解しており、提案内
容が的確（与条件との整合性が取れ
ているか等）かつ実現性（提案内容
が理論的に裏付けられており、説得
力のある提案となっているか等）及
び実現性が高い場合や独創的（工学
的知見に基づく独創的な提案がされ
ているか等）な提案の場合に優位に
評価する。

45
(30)

② テーマ②について、同上。 (15)

(  )内配点は、テーマを２テーマ求める場合。

※特定テーマは、原則、１テーマを標準とするが、業務の内容に応じ、２テーマとする
ことができる。

※テーマを２テーマ求める場合、１つは、原則「環境配慮（注１）について」とする。
（注１）平成１９年１２月２１日付け国営整第１２５号、「建築関係の建設コンサルタ

ント業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について」より、・・・・・。

【プロポーザル方式の評価点の配点イメージ】ガイドラインＰ１７、Ｐ１８
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機密性２情報
２－５．総合評価落札方式「評価点の配点」の改定

〈建築関係〉

【総合評価落札方式の評価点の配点イメージ】ガイドラインＰ２０
総合評価落札方式の評価点の配点イメージ

１：１、１：２ １：２ １：２、１：３ １：３
ヒアリング無し ヒアリング無し ヒアリング有り 技術対話型
テーマ無し テーマ有り テーマ有り テーマ有り

基本事項評価 業務実績 ○○ 3～5 3 3 3 3
◇◇ 1.5～3 1.5 1.5 1.5 1.5

（企業） △△ 0 0 0 0 0
業務成績 ○○ 1～2 2 2 1

◇◇ 0.5～1 1 1 0.5
△△ 0 0 0 0

企業信頼度 ○○ 1 1 1 1
（優良表彰の有無） ◇◇ 0 0 0 0
業務拠点 ○○ 2～5

◇◇ 1～3
△△ 0

企業信頼度 0 0 0 0
（文書注意等の措置） -2 -2 -2 -2

-1 -1 -1 -1
合計 6 6 5 3

基本事項評価 資格［主任担当技術者］ ○○ 1 1 1 1 1
◇◇ 1 0.5 0.5 0.5 0.5
△△ 0 0 0 0 0

業務実績［管理技術者］ ○○ 2～7 3 3 4 4
◇◇ 1～4 2 2 2 2
△△ 0.5～2 1 1 1 1
□□ 0 0 0 0 0

（技術者） 業務実績 ○○ 1～2 2 2 2 2
［主任担当技術者］ ◇◇ 0.5～1 1 1 1 1

△△ 0～0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
□□ 0 0 0

ＣＰＤ取得単位 ○○ 1 1 1 1 1
［管理技術者］ ◇◇ 1 0.5 0.5 0.5 0.5

△△ 0 0 0 0 0
ＣＰＤ取得単位 ○○ 1 1 1 1 1
［主任担当技術者］ ◇◇ 1 0.5 0.5 0.5 0.5

△△ 0 0 0 0 0
技術者信頼度 有り 1 1 1 1
（優良表彰の有無） 無し 0 0 0 0

合計 9 9 10 10
技術提案書評価 実施方針 25 10 5 5

業務実施体制 20 10 5 5
特定テーマ１ 25 20(10) 20(10)
特定テーマ２ (10) (10)
合計 45 45 30 30

ヒアリング 業務実績及び専門技術力 - - 5 5
取組姿勢及び技術対話力 - - 10 12
合計 0 0 15 17

総合計 60 60 60 60
※評価項目を追加しても、評価項目の合計点数は変更しない。

     ※１：２、１：３における特定テーマの設定は、１テーマを基本とする。

　　　　（　　）内配点は、特定テーマを２テーマ設定した場合の配点。

該当無し
文書注意措置後１ヶ月

口頭注意措置後１ヶ月

配点イメージ

4～10
5～10

13～20
13～20
10～20
10～25

総合評価落札方式の評価点の配点イメージ

１：１ １：２ １：３ １：３
ヒアリング無しヒアリング有りヒアリング有り 技術対話型

テーマ無し 必要に応じテーマ設定 テーマ有り テーマ有り
基本事項評価 業務実績 ○○ 3～5 3 3 3 3

◇◇ 1.5～3 1.5 1.5 1.5 1.5
（企業） △△ 0 0 0 0 0

業務成績 ○○ 1～2 2 2 1
◇◇ 0.5～1 1 1 0.5
△△ 0 0 0 0

企業信頼度 ○○ 1 1 1 1
（優良表彰の有無） ◇◇ 0 0 0 0
業務拠点 ○○ 2～5

◇◇ 1～3
△△ 0

企業信頼度 該当有り 0 0 0 0 0
（指名停止等の措置） 該当無し -5 -5 -5 -5 -5
合計 6 6 5 3

基本事項評価 資格［主任担当技術者］ ○○ 1 1 1 1 1
◇◇ 1 0.5 0.5 0.5 0.5
△△ 0 0 0 0 0

業務実績［管理技術者］ ○○ 2～7 3 3 4 4
◇◇ 1～4 2 2 2 2
△△ 0.5～2 1 1 1 1
□□ 0 0 0 0 0

（技術者） 業務実績 ○○ 1～2 2 2 2 2
［主任担当技術者］ ◇◇ 0.5～1 1 1 1 1

△△ 0～0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
□□ 0 0 0

ＣＰＤ取得単位 ○○ 1 1 1 1 1
［管理技術者］ ◇◇ 1 0.5 0.5 0.5 0.5

△△ 0 0 0 0 0
ＣＰＤ取得単位 ○○ 1 1 1 1 1
［主任担当技術者］ ◇◇ 1 0.5 0.5 0.5 0.5

△△ 0 0 0 0 0
技術者信頼度 有り 1 1 1 1
（優良表彰の有無） 無し 0 0 0 0

合計 9 9 10 10
技術提案書評価 実施方針 25 10 5 5

業務実施体制 20 10 5 5
特定テーマ１ 15 10 10
特定テーマ２ 10 10
合計 45 35 30 30

ヒアリング 業務実績及び専門技術力 - 5 5 5
取組姿勢及び技術対話力 - 5 10 12
合計 0 10 15 17

総合計 60 60 60 60
※評価項目を追加しても、評価項目の合計点数は変更しない。

配点イメージ

4～10
5～10

13～20
13～20
10～20
10～25
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機密性２情報
３－１．業務成績の相互利用対象機関の改定

〈建築関係〉

・業務成績の相互利用対象機関及び適用対象の追加。（平成26年8月26日付け国官技第126号・国営整第123号）

発注機関または業務発注担当部局等 相互利用の適用対象（※１）

衆議院 ・庶務部営繕課、電気施設課 平成25年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

参議院 ・管理部営繕課、電気施設課 平成25年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

最高裁判所 ・最高裁判所 平成23年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

内閣府沖縄総合
事務局

・開発建設部 平成19年4月1日以降に契約履行が完了した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

（但し、調査職員が営繕課又は営繕監督保全室の職員であったもの）

・開発建設部 平成24年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

（但し、河川、道路、公園事業に係る営繕に限る）

法務省 ・所管各庁（除く、法務総合研究所、公安審査委員会、
公安調査事務所、公安庁研究所）

平成25年4月1日以降に入札公告等を行った建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

環境省 ・自然環境局 ・国民公園等管理事務所 ・地方環境事務所 平成23年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

・都道府県の自然公園等事業担当部（局）

（環境省から施工委任したものに限る）

防衛省 ・装備施設本部 ・地方防衛局 ・地方防衛支局 平成24年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

京都府 ・京都府建設交通部営繕課 平成27年4月1日以降に入札公告等を行った建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

国土交通省 ・大臣官房官庁営繕部 ・地方整備局営繕部（※２） 平成19年4月1日以降に契約履行が完了した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

・地方整備局営繕事務所 ・北海道開発局営繕部

・地方整備局河川部 ・地方整備局道路部 平成24年4月1日以降に契約を締結した建築関係の業務（設計、設計意図伝達、診断）の成績

・地方整備局河川国道事務所等（※３）

（但し、河川、道路、公園事業に係る営繕に限る）

・北海道開発局開発建築部

（但し、治水、道路、港湾整備、水産基盤整備、農業農村整備、
空港整備及び国営公園事業に係る営繕に限る）

※１ 各発注機関が成績評定の対象とした業務に限る。

※２ 筑波研究学園都市施設管理官による分任官契約分を含む（関東）

※３ 「河川国道事務所等」とは

河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、水質管理所、総合開発工事事務所、総合開発調査事務所、導水工事事務所

国道事務所、道路調査事務所、公園事務所、技術事務所、調査事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所及びダム管理所をいう。
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機密性２情報
３－２．配置予定技術者、業務実施体制等要件の改定

〈建築関係〉

■「建築士法一部改正（平成２６年法律第９２号）」に伴う「配置予定技術者要件」等の改定

○免許証の提示等による情報開示の充実（１９条の２、５条、１０条の２の２）
・免許証提示、免許証記載事項（定期講習受講等）変更時の書換え規定
→ 建築士免許証及び定期講習受講修了証（建築士法第２２条の２）等コピーの添付

○建築設備に係る業務の適正化（２条、１８条）
・延べ面積２，０００㎡を超える建築物の建築設備について「建築設備士」の意見を聴収

「設備設計等の業務の発注における建築設備士の積極的な活用について
(住宅局建築指導課長)」

→ プロポーザル方式及び総合評価落札方式において、延べ面積２，０００㎡を超える建
築物の設計の場合に、「建築設備士」の積極的な活用。

○その他改正事項（２３条の５ 他）
・建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出。
→ 直接的な雇用関係：建築事務所登録「所属建築士名簿」及び雇用保険証等の添付 等

■ 「業務実施体制」における再委託に関する事項の追加

○競争参加資格確認申請書に示される業務実施体制に関し、次の事項に該当しないこと。
・再委託の内容が、主たる業務の場合。
・建設工事に係る一般競争（指名競争）参加資格認定を受けている企業、あるいは建築・

電気設備・機械設備等工事施工業者等に再委託する事により、特定の企業・個人に不
当な利益を与え、又は不利益を及ぼすと想定される場合。

・業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。 9
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○配置予定管理技術者等の資格に関する要件（建築設計業務の例）
配置予定管理技術者は、一級建築士の資格を有し、定期講習（建築士法第２２条の２）の受

講者であること。
（配置予定総合分野主任担当技術者は、一級建築士の資格を有し、定期講習（建築士法第２
２条の２）の受講者であること。なお、配置予定管理技術者と配置予定主任担当技術者との
兼任は認めない。）

（配置予定機械設備主任担当技術者は、建築設備士の資格を有すること。なお、配置予定管
理技術者と配置予定主任担当技術者との兼任は認めない。）

■ 入札説明書への記載例

○申請書の作成及び記載上の留意事項（例）
配置予定管理技術者が保有する資格について、合格証明書等の写しを提出すること。

なお、建築士の場合は、建築士免許証（又は合格証明書）のコピー並びに定期講習受講

（建築士法第２２条の２）の証明ができるもの（受講修了証コピー等）を提出すること。

※建築士法第２２条の２に定められる定期講習を受講していない場合、あるいは、定期講習受
講修了証等の受講証明の添付が無い場合は、参加資格が与えられない（プロポーザル方式等
においては資格を評価しない。）ので留意すること。
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○配置予定管理技術者等の信頼性等に関する要件（建築設計業務の例）

①配置予定管理技術者(及び配置予定主任担当技術者)について以下の要件を満足すること。

・ 申請書等の提出日において、配置予定管理技術者（及び配置予定主任担当技術者）は、

競争入札参加資格者の提出者と直接かつ恒常的な雇用関係があるものであること。

また、本業務の履行期間中は、本業務の受注者と直接的な雇用関係があるものであるこ

と。

■ 入札説明書への記載例

※直接かつ恒常的な雇用関係とは、配置予定技術者が直接かつ恒常的な雇用関係があること
が証明できる資料
「建築士事務所登録申請書（建築士法第２３条の２）の所属建築士名簿」、所属建築士が変更
となっている場合は、「建築士事務所登録変更届（建築士法第２３条の５）の所属建築士名簿」、
あるいは、都道府県知事または委任を受けた法人（建築士事務所協会等）による「建築士事務
所登録証明（所属建築士記載）：公告日から申請日までの日付のものに限る」）のいずれかの
提出により証明。
また、雇用保険に加入している場合は伴わせて雇用保険証の写し、あるいは、事業所名称の
記載されている健康保険被保険者証の写しの提出により証明ができる者をいう。
なお、いかなる場合においても代表取締役等の社内関係者等による雇用証明・就業証明・所
属証明等は不可とする。
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■ 小規模な設計業務等における品質確保のため、業務成績等を応募要件として設定

「発注関係事務の運用に関する指針」（平成２７年１月(案)） 抜粋
発注関係事務の適切な実施について

（１）調査及び設計段階
（調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択）

・価格競争方式
一定の技術者資格、業務の経験や業務成績等を競争参加資格として設定する
ことにより品質を確保できる業務。

・「一定の技術者資格」
配置予定管理技術者：一級建築士（設備設計の場合は、建築設備士）

・「業務実績（業務経験・業務成績）」
配置予定管理技術者は、平成１６年度以降に 完了した（過去１０年間、公告日現在）同
種又は類似業務において１件以上の実績を有 していること。なお、業務成績の相互利
用機関と適用対象に基づく業務成績が６０点未満の業務は実績として認めない。ただし、
中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）が発注した業務のうち、管理技術者として従事
した建築関係コンサルタント業務に係る業務成績評定点が６０点未満の業務実績が複
数ある者は配置できない。
以下の（ア）～（オ）を満たす設計業務で競争参加資格申請書提出期限までに完了した
実績。なお軽微な業務（契約額100万円未満）は除く。

(ア）建物用途 ○○○○ （イ）構造 ○○○○ （ウ）階数 ○○○○
（エ）面積 ○○○○ （オ）設計内容 ○○○○○○○○○○
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